
  

第13  心身障害者の福祉
1  身体障害者
(1)  身体障害者の実態

昭和35年の身体障害者実態調査によると,わが国における身体障害者(児童を含む)は,内臓器機能障害者を
除き35年7月1日現在で約95万人,人口1,000人に対し10.2と推計されている。

これを障害の種類別に見ると,し体不自由者が56万6,000人でもつとも多く59.6%を占め,視覚障害の22
万,23.2%がこれについでいる。

障害の原因は,障害の種類により多少の差はあるが,疾病(トラホーム,中耳炎,カリエス,小児まひ,結核等)業
務上の災害,交通事故等後天的なものが大半を占め先天的原因による障害は約17%である。

第13-1表 身体障害者数

さらにその年令構成についてみれば,第13-2表で明らかなように,各年令階級における身体障害者の人口に
対する比率は年令が高くなるにしたがつて大きくなつているが,このような傾向は,主として後天的原因に
よる障害の多いことによるものであろう。

第13-2表 年令階級別身体障害者数
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なお,障害の種類別に年令構成をみると,し体不自由においてのみ40才台がもつとも多く,第2次世界大戦に
おける戦傷の影響がうかがわれる。

次に,15才以上の身体障害者の就業状況を見ると,就業率は45.9%で15才以上の全国平均就業率66.9%を大
きく下回つており(第13-3表),しかも就業者の約80%が月収2万円未満である。就業率を年令別に見ると15
～19才の若年令層及び60才以上の高年令層において全国平均との差が著しい。

第13-3表 年令階級別身体障害者就業率

また,これらの就業者の職業別構成をみると,視覚障害者においてはサービス業(あんま)に従事するものが
就業者の41.0%を占め,聴覚,平衡機能障害者及び言語機能障害者においては農林漁業従業者56.6%,し体不
自由者においては技能工,生産工程従事者,単純労働者31.4%というように,障害の種類に応じて就業しやす
い職業の特徴が目だつている。

さらに,これらの就業者は従業上の地位でみると業主58.7%,常雇27.9%で,同じ35年7月の労働力調査によ
る全国平均が業主23.6%,常雇44.8%であるのに比し,むしろ逆の結果を示している。これは身体障害者に
おける雇用の困難性を反映したものといえよう。

なお,生活保護を受けている身体障害者は7.5%に及び,精神薄弱者の場合よりは低いが,全国平均保護率の4
倍以上の高さになつている。

ところで,結核等による内臓器機能障害者については,上記し体不自由者その他の一般身体障害者に比しそ
のハンデイキヤツプはまさるともおとらないが,35年の身体障害者実態調査の対象とされず,また,その他の
調査でもその実態が明らかにされていない。しかし,内臓器機能障害者の圧倒的多数を占めると考えられ
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る結核による障害者数を厚生年金保険法に基づく障害年金の受給者,各種医療保険別の結核有病率等から
推計してみると約25万人となり,回復期にある患者も含めると,その数は約40万人に達するものと思われ,
結核回復者に対する福祉施策の重要性を示している。
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第13  心身障害者の福祉
1  身体障害者
(2)  福祉制度の概要

わが国において身体障害者の福祉対策として一般的な制度が確立されたのは昭和25年の身体障害者福祉
法の施行以来のことであるが,これを契機としてその後しだいに各種の制度がもうけられ,身体障害者福祉
制度の充実が図られてきた。これらの制度のおもなものを概観すれば次のとおりである。

まず,身体障害者福祉法においては,視覚障害者,聴覚平衡機能障害者,音声言語機能障害者及びし体不自由
者に対し身体障害者手帳を交付し,これに基ずいて職業訓練所,職業安定所への紹介,更生医療の給付,盲人
安全つえ,補聴器,義し,車いすその他の補装具の交付,身体障害者更生援護施設への収容,官公庁内売店設置
の優先許可,たばこ小売人の優先指定等各種の措置が行なわれることになつている。これらの措置は,ほと
んどすべて福祉事務所を通じて行なわれるが,その適切な実施を図るために,各福祉事務所に身体障害者福
祉司が配置されて,身体障害者の更生のための相談,指導にあたつているほか,身体障害者について医学的,
心理学的,職能的判定を行なう機関として都道府県ごとに身体障害者更生相談所が設けられている。な
お,18才未満の身体障害児童に対しては,児童福祉法によつて各種の援護措置が講ぜられることとされてお
り,また戦傷病者については,戦傷病者戦没者遺族等援護法(38年11月1日以降は,戦傷病者等特別援護法)に
基づき国家補償の見地から全額国庫負担により更生医療の給付,補装具の交付,修理が行なわれている。

ところで,身体障害者福祉法は身体障害者の更生のための援護を行なうことを目的とするもので,直接的な
生活保護を行なおうとするものではない。これに対し,身体障害者,特に重度障害者の所得保障の制度とし
て,34年11月,国民年金法において無拠出の障害福祉年金制度が創設された。また,従来義務教育終了前の
児童についてのみ支給されていた母子福祉年金,準母子福祉年金あるいは児童扶養手当を38年4月から,重
度の身体障害を有する場合には義務教育終了後も20才まで支給することとされた。

なお,拠出制の障害年金(手当金)制度は,上記の障害福祉年金と同時に国民年金法によるものが発足したほ
か,従来から厚生年金保険法その他の社会保険法によるものがあるが,その適用を受けることのできる身体
障害者は今のところきわめてわずかである。

一方,労働行政の一環として,職業訓練法(33年)に基づき身体障害者専門の職業訓練所が設置されるととも
に,35年7月には身体障害者雇用促進法が制定されて,国,地方公共団体に身体障害者の雇用義務が,民間事業
所には一定の身体障害者雇用率を保つべき義務が規定され,また身体障害者がその能力に適合する作業環
境に適応することを容易にする目的で標準的な事業所に委託して身体障害者の訓練を行なう制度が設け
られた。

このほか,身体障害者の福祉のための制度としては,次のようなものがある。

ア 世帯更生資金貸付制度による身体障害者更生資金(生業費,技能修得費等)の貸付け

イ 中度以上の身体障害者についての所得税,住民税の減免制度その他税制上の各種優遇措置

ウ 身体障害者手帳所持者及びその介護者に対する各種乗車船料の割引き

エ 盲人に対するラジオ受信料の免除,貧困な身体障害者に対するテレビ,ラジオ受信料の免除

オ 点字の通信文,出版物の郵便料免除
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第13  心身障害者の福祉
1  身体障害者
(3)  福祉措置の現状
ア  身体障害者福祉法による福祉の措置
(ア)  身体障害者手帳の交付

身体障害者福祉法において,身体障害者とは同法別表に掲げる身体上の障害がある18才以上の者であつて,
都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者と規定されており,同法による福祉の措置はこの身体
障害者に対して行なわれる。このように,身体障害者手帳は同法の適用を受けるための身分を証明するも
のであり,各種の措置の根拠となるものである。

身体障害者手帳の新規交付数は,昭和34年度には12万9,000件であつたがその後年を追つて減少し,37年度
には7万5,000件となつている。これは都道府県の指導啓発が徹底し,身体に障害のあるものに対する援護
思想が普及してきたので,受傷時期の古い者で身体障害者手帳の交付を必要とするものの大部分はすでに
交付を受け,これらの者に対する交付数が著しく減つてきているためと思われる。

なお,37年12月における身体障害者手帳交付台帳登載数は102万5,000件となつている。

第13-4表 身体障害者手帳交付台帳登載数等
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第13  心身障害者の福祉
1  身体障害者
(3)  福祉措置の現状
ア  身体障害者福祉法による福祉の措置
(イ)  診査及び更生相談

身体障害者に対し福祉の措置を行なうもの,すなわち援護の実施機関は都道府県知事又は市町村長(町村長
の場合は福祉事務所を設置しているものに限る。)とされているが,その事業の大部分は福祉事務所長に委
任されている。

援護の実施機関は,身体障害者の診査及び更生相談を行ない,必要があるときは,医療保健施設又は公共職業
安定所への紹介,当該地方公共団体の設置する身体障害者更生援護施設への収容又は国もしくは他の地方
団体の設置する当該施設への紹介を行なう。診査及び更生相談は,福祉事務所において行なうほか,居宅を
訪問し又は医師,心理判定員及びその他の関係者によつて班を編成し,巡回して行なう。

援護の実施機関が行なつた更生相談及び措置件数は33年度には22万7,000件であつたものが37年度には
45万4・000件となり,身体障害者に対する援護思想の普及に件い,今後ますます増加するものと考えられ
る。
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第13  心身障害者の福祉
1  身体障害者
(3)  福祉措置の現状
ア  身体障害者福祉法による福祉の措置
(ウ)  更生医療及び補装具の交付

更生医療とは職業的能力又は日常生活能力を回復し又は獲得させることを目的として,一般医療において
はすでに治ゆ(欠損治ゆ,変形治ゆ等のいわゆる不完全治ゆをいう。)したと考えられている障害に対する
再手術その他更生に必要な医療をいい,援護の実施機関が必要と認めるときは,その者の申請によりこれを
給付することとしている。

更生医療は,厚生大臣が指定した医療機関によつて行なわれることとされており,その数は,33年12月には
388施設であつたものが38年9月には643施設となり,今後も需要に応じますます必要となる傾向にある。

更生医療の給付決定件数は33年度には1,368件であつたものが37年度には1,504件となり,また,更生医療の
医療費概算額(公費負担分)は33年度には4,565万円であつたものが37年度には6,956万円となつている。

なお,戦傷病者戦没者遺族等援護法による更生医療の給付決定件数は,33年度には411件であつたものが37
年度には191件となり,医療費国庫負担額は33年度には1,043万円であつたものが37年度には721万円とな
つている。

補装具とは,疾病の治療のため,機能の障害を補うため又は身体の欠損部の形もしくは機能を補うため身体
に装着する機械的装置をいい,援護の実施機関が必要と認めるときは,その者の申請によりこれを交付し又
は修理することができる。

補装具の交付決定件数は,33年度には2万1,248件であつたものが37年度には3万1,773件,修理決定件数
は,33年度には1万741件であつたものが37年度には1万714件となり,また,これらの給付に要した公費負担
額は33年度には1億8,044万円であつたものが37年度には2億9,052万円となり,今後とも,補装具の交付決定
件数及び公費負担額の増大が見込まれている。

なお,戦傷病者戦没者遺族等援護法による補装具の交付決定件数は,33年度には6,377件であつたものが37
年度には7,569件,修理決定件数は,33年度には6,482件であつたものが37年度には6,407件,また,これらの給
付に要した国庫負担額は33年度には6,432万円であつたものが37年度には9,718万円となつている。

更生医療の給付並びに補装具の交付及び修理を行なう場合,援護の実施機関は,当該身体障害者の負担能力
に応じて,費用の全部又は一部を徴収することができることとされており,費用負担能力の認定は,その者の
属する世帯の月平均所得税額等によつて行なわれることとされている。

なお,戦傷病者戦没者遺族等援護法による更生医療及び補装具の給付については,全額国庫負担とされてい
る。

第13-5表 更生医療給付決定状況
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第13-6表 補装具給付決定状況
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第13  心身障害者の福祉
1  身体障害者
(3)  福祉措置の現状
ア  身体障害者福祉法による福祉の措置
(エ)  身体障害者更生援護施設への収容

身体障害者が,身体障害者更生援護施設へ入りたい場合は,援護の実施機関又は施設の設置者に申請すれば,
その施設の収容能力その他やむをえない理由のない限り許可される。

身体障害者更生施設は,38年度未現在次のとおりである。

a  し体不自由者更生施設

し体不自由者を収容してその更生に必要な治療及び訓練を行なう施設であり,国立1か所,公立46か所が設
置されている。このうち,公立2か所は主として重度のし体不自由者を収容する施設である。 

b  失明者更生施設

失明者を収容してその更生に必要な知識及び技能を与える施設であり,国立4か所,公立3か所,法人立1か所
が設置されている。

c  ろうあ者更生施設

ろうあ者を収容して,その更生に必要な治療及び訓練を行なう施設であり,国立1か所,公立2か所が設置され
ている。

d  身体障害者収容授産施設

身体障害者で雇用されることの困難なもの又は生活に困窮するもの等を収容して必要な訓練を行ないか
つ職業を与え,自活させる施設であり,公立21か所,法人立20か所が設置されている。
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第13  心身障害者の福祉
1  身体障害者
(3)  福祉措置の現状
ア  身体障害者福祉法による福祉の措置
(オ)  その他の施設の利用

a  点字図書館

点字刊行物を盲人の求めに応じて無料又は低額な料金で閲覧させる施設であり,公立16か所,法人立10か所
が設置されている。

なお,社会福祉法人日本点字図書館(東京都)及び社会福祉法人日本ライトハウス(大阪市)においては,国の
委託を受け,点字刊行物の製作及び貸出しを行なつている。また,社会福祉法人日本点字図書館においては
36年度から,社会福祉法人日本ライトハウスにおいては38年度から国の委託を受けて声の図書(テープライ
ブラリー)についても製作及び貸出しを行なつている。 

b  盲人ホーム

あん摩師,はり師免許又はきゆう師免許を有する視覚障害者であつて,自営し又は雇用されることの困難な
ものに対し,これを利用させるとともに必要な技術の指導を行ない,盲人の自立更正を図る施設でる。この
施設は社会福祉事業法に基づき,38年度末には公立13か所,法人立11か所が設置されている。 

c  国立保養所

旧軍人軍属又は身体障害者福祉法に規定する身体障害者で,重度の身体障害を有するものを収容して医学
的管理のもとにその保養を行なう機関であり,伊東市及び別府市にそれぞれ設置されている。
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第13  心身障害者の福祉
1  身体障害者
(3)  福祉措置の現状
ア  身体障害者福祉法による福祉の措置
(カ)  施設入所者に対する食費の国庫負担

国立保養所及び身体障害者更生援護施設に入所している被保護者その他の生活困窮者の食費については,
全額国庫負担とされている。
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第13  心身障害者の福祉
1  身体障害者
(3)  福祉措置の現状
ア  身体障害者福祉法による福祉の措置
(キ)  その他の福祉の措置

身体障害者に対しては,公共施設内の売店設置の許可及びたばこ専売法による製造たばこの小売人の指定
について優先的取扱いがなされ,また,厚生大臣の指定する社会福祉法人は,国,地方公共団体に対し,身体障
害者製作品の購買を求めることができることとされている。
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第13  心身障害者の福祉
1  身体障害者
(3)  福祉措置の現状
イ  他の制度による福祉措置

すでに制度の概要の項において述べたとおり,身体障害者の福祉向上のための制度としては,身体障害者福
祉法のほか,障害福祉年金,所得税,住民税における障害者控除等各種の制度があるが,その主なものの現況
は次のとおりである。
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第13  心身障害者の福祉
1  身体障害者
(3)  福祉措置の現状
イ  他の制度による福祉措置

(ア) 国民年金法による障害福祉年金は,重度の身体障害者に対して月額1,800円(34年11月の制度発足
当初は1,500円)が支給される。ただし給付財源がすべて国の一般財源によつてまかなわれているこ
となどから,本人や扶養義務者の所得等による支給制限が行なわれているが,この支給制限も漸次緩
和されてきている。(福祉年金の項参照) 

(イ) 税制上の優遇措置としては,所得税及び住民税において,それぞれ年額6,000円及び1,000円又は
市町村が条例できめる金額の税額控除が中度以上の身体障害者について認められているほか,同じく
中度以上の身体障害者の前年中の所得が18万円未満の場合には,その者に対しては住民税を課さない
こととされている。また社会福祉法人や公益法人が行なう収益的事業であつて,身体障害者が従事者
の半数以上を占めるものについては法人税が,身体障害者更生援護施設において購入するテレビ,ラ
ジオ,テープレコーダー等一定の商品については物品税が免除される。 

(ウ) 各種乗車船料の割引きについては,国鉄及び連絡社線の場合,身体障害者が介護者と同行すると
きは全区間につき5割引き,単独のときは,自動車線については全区間,その他については片道100km
をこえる区間につき5割引きとされており,33年度に111万5,000枚であつた国鉄旅客運賃割引証交付
枚数が,37年度には173万9,000枚で56%の増となつている。なお,国鉄及び連絡社線以外の場合にも,
ほゞ同様の割引きが行なわれている。 

(エ) 身体障害者更生資金の貸付けについては,生業費は原則として15万円以内,支度費は1万5,000円
以内,技能修得費は原則として6か月をこえない範囲内において月額5,000円以内が,それぞれ貸付け
られることとされている。 

なお,スポーツが身体障害者の自立更生に寄与するところ大であることにかんがみ,38年度から都道府県及
び指定都市が主催する身体障害者体育大会の運営費について国庫補助が行なわれることとされている。
また,39年のオリンピツク東京大会の直後には,外国選手約350名が参加して国際身体障害者スポーツ大会
が開催されることとなつている。
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第13  心身障害者の福祉
1  身体障害者
(3)  福祉措置の現状
ウ  結核回復者に対する福祉措置

結核回復者の福祉については,結核回復者保護施設の拡充を中心としてその向上が図られてきており,33年
度には全国で14か所定員910人であつたのに対し,37年度には26か所定員1,680人とほぼ倍増している。し
かしながら,同施設の利用状況は必ずしも十分ではないので,今後特にその効率的な運用を図るための施策
が必要とされている。

第13-7表 身体障害者関係施設の概況
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第13  心身障害者の福祉
2  精神薄弱者
(1)  精神薄弱者の実態

昭和36年の精神薄弱者実態調査によると,わが国における15才6か月以上の精神薄弱者の数は,36年10月1
日現在で,重度5万5,000人,中度12万人,軽度16万8,000人,合計34万3,000人と推計されている。

一般に,精神薄弱者の数をは握することは困難とされているが,特に,軽度の精神薄弱者については調査もれ
がかなり多いものと考えられる。

第13-8表 精神薄弱者数

この34万3,000人の年令構成をみると,身体障害者の場合とは逆に低年令において構成比が高く,年令が上
がるにしたがつてその構成比は減少している。これは,精神薄弱が先天的原因によりあるいは低年令時に
おける傷病により発生する障害である以上当然のことといえよう。

またこれを同時期における15才6か月以上の総人口の年令構成と比較してみると,年令が上がるにしたが
つて構成比の減少する度合が,精神薄弱者の場合著しく高くなつている。

次に,これらの者の就学及び就労の状況をみると第13-9表のとおり全般的にきわめて悪いが,特に,重度の精
神薄弱者では76.0%が不就学(小学校中退を含む)であり,74.0%が全く仕事をしていない。

第13-9表 精神薄弱者の就学,就労状況
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さらに,就労者といつても,その仕事の能力は半人前又はそれ以下のものが多く全就労者の71.3%を占め
る。また,就業者の仕事の内容は第13-10表のとおり,農林漁業に従事する者が48.8%で最も多い。

第13-10表 精神薄弱就業者の職業

こうした就業状況の困難さは,就業者(継続して他家で働いている者)の稼働収入にもあらわれている。す
なわちその平均稼働収入は,男約5,000円,女約3,000円に過ぎない。

なお,精神薄弱者のうち生活保護を受けているものの割合は12.3%であるが,これは全国平均保護率の7倍
という驚くべき高さであつて,精神薄弱者のいる世帯の経済的苦況を如実に物語つている。

第13-1図 年令階級別精神薄弱者の割合
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第13  心身障害者の福祉
2  精神薄弱者
(2)  福祉制度の概要

わが国における精神薄弱者福祉行政は,その歴史が浅く,成人の精神薄弱者を含めた精神薄弱者一般に対す
る福祉施策の確立が期せられるようになつたのは,昭和35年に精神薄弱者福祉法が制定施行されてからの
ことである。

それ以前においては,精神薄弱者対策の焦点は,母子衛生施策や児童福祉施策あるいは特殊教育の振興とい
つた面にのみ向けられていた。しかし,精神薄弱者の自立更生の過程は児童期までで終るのではなく,むし
ろ成人期に達した精神薄弱者に対して職業上,生活上の適切な指導訓練と自立更生のためのケースワーク
サービスが行なわれるのでなければそれまでの諸施策の効果も期待できない。精神薄弱者福祉法は,従来
のいわゆる精神薄弱児対策の実効を高め,これを統合的な精神薄弱者対策の体系のうちに結びつけようと
したものである。

まず,精神薄弱者福祉法施行の事実上の中心機関は,福祉行政の統合的現業機関として設置されている福祉
事務所であつて,精神薄弱者の相談,指導に当たるとともに,各種の援護措置を行なつているが,各福祉事務
所には,精神薄弱者福祉に関する専門技術部門担当者として精神薄弱者福祉司が配置されている。また精
神薄弱者援護の基礎となるべき科学的判定については,医学,心理学,教育学,社会学,職業適応能力判定等に
関する高度の専門約知識技能を必要とするので,それらの専門的な人的物的設備を備えた中枢機関として,
精神薄弱者更生相談所が各都道府県に設置されている。

次に,この法律に基づく援護の措置としては,上記の精神薄弱者福祉司等による指導のほか,精神薄弱者援護
施設への収容,職親への委託等がある。

なお,18才未満の精神薄弱児童に対する施設援護は,従来どおり児童福祉法によつて行なわれている。

精神薄弱者の福祉制度としては,このほか,中度以上の精神薄弱者について,身体障害者の場合と同様所得
税,住民税等について,税法上の優遇措置がとられているが,身体障害者と異なり,国民年金法による障害福
祉年金や職業訓練法による特別な訓練制度の対象とはされていない。
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第13  心身障害者の福祉
2  精神薄弱者
(3)  福祉措置の現状
ア  相談指導

精神薄弱者援護事務の第一線実施機関である福祉事務所においては,精神薄弱者の援護のための専門職員
である精神薄弱者福祉司が中心となつて,精神薄弱者又はその保護者の種々の相談に応じ,またそれらの者
について必要な指導を行なつている。

昭和37年度中における相談取扱総件数は,4万118件であり,実人員にすると3万3,515人となつている。

これを相談内容別にみると,援護施設への入所に関するものが9,712件で最も多く,ついで教育相談の3,643
件,医療保健相談の3,382件となつている。

なお,精神薄弱者援護のための専門技術的な機関である精神薄弱者更生相談所においても,18才以上の者に
対する医学的,心理学的,職能的な判定,指導を行なつている。

第13-11表 福祉事務所における精神薄弱者相談取扱件数
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第13  心身障害者の福祉
2  精神薄弱者
(3)  福祉措置の現状
イ  精神薄弱者援護施設への入所

精神薄弱者援護施設は,18才以上の精神薄弱者を収容し又は通所させてこれを保護するとともに,社会的更
生に必要な生活上及び職業上の指導訓練を行なうものであり,施設による援護は精神薄弱者の福祉を図る
ための諸措置の中で最も重要なものとなつている。精神薄弱者福祉法制定当時のこの種施設は全国でわ
ずかに公立3か所(定員210人)に過ぎず,早急な整備が強く望まれ,以来国においても精神薄弱者対策の最重
点として,逐年その整備に努力してきたが,38年度に設置されるものを含めて,施設の設置状況は,公立27か
所(定員1,900人)社会福祉法人立13か所(定員593人)となつている。

なお,36年厚生省が行なつた精神薄弱者実態調査によつては握された18才以上の精神薄弱者31万7,000人
のうち,施設入所を必要とするものは5万8,000人(18%)である。

精神薄弱者援護施設への入所の措置は,当該精神薄弱者の居住地を管轄する福祉事務所を管理する都道府
県知事又は市町村長が行なうこととされているが,実際にはこれら援護の実施機関からも委任を受けて,福
祉事務所長が行なうのが通例である。

なお,その際には精神薄弱者更生相談所の判定を必要とするので,入所については,まず福祉事務所又は精神
薄弱者更生相談所へ相談することが肝要といえる。
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第13  心身障害者の福祉
2  精神薄弱者
(3)  福祉措置の現状
ウ  職親への委託

職親の制度は精神薄弱者に理解のある民間の事業主等に精神薄弱者を一定の期間委託して生活指導や職
業訓練を行なつてもらうもので,精神薄弱者に就職の素地を与えるとともに職場における定着性を高める
ことをねらつている。

職親への委託も,通常は福祉事務所長が行なつている。

第13-12表 精神薄弱者援護施設設置状況
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